
滋賀労働局職業安定部職業安定課

地方雇用保険監察官 池宮 万裕子

令和7年度4月改正の育児休業等給付について



給付金の種類
育児に関する雇用保険の給付は、次の4つです。
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押さえておき
たいポイント

• 申請は原則事業主が本人に代わって申請を行う。
• 対象者は雇用保険被保険者期間が一定必要。
（育児休業前２年間に賃金支払い基礎日数１１日以
上の月が１２が月以上）
• パート、有期契約雇用も要件を満たせば対象になる。
• 育児休業給付は原則１歳まで。
• （1歳6ヶ月・2歳まで延長あり）
• 育休中に賃金が発生すると減額・不支給になること
がある。
• 出生後休業支援給付金（上乗せ分）は申請しない
ともらえない。
• 育児休業中に賃金を払わない場合は労働保険料
が発生しない。

雇用保険の被保険者でないと利用できません。
（育児休業前２年間に賃金支払い基礎日数１１日以上
の月が１２が月以上）
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トップ画面の
ここをクリック

ハローワークインターネットサービスから
様式は取得できます。

（注）ただし、賃金月額証明書はハローワークで
お受け取りください

様式の取得方法

ハローワークインターネットサービスの
トップ画面から事業主の方をクリック

→申請等をご利用の方へ
→雇用保険・助成金のご案内
→申請等をご利用の方へ
→雇用保険手続き支援

→帳票一覧
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① 育児休業
給付金

●必要な申請書類

育児休業給付受給資格確認票・休業開始時賃
金月額証明書・賃金台帳・出勤簿・育児休業給
付金支給申請書など

●提出時期

原則：2か月ごと

初回：育休開始から４か月以内

●いくらもらえるの？

休業開始〜180日：賃金の67%
181日以降～ ：賃金の50%
支給対象期間は原則1歳まで

（1歳6か月・2歳まで延長あり）
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② 出生時育児
休業給付金
（産後パパ育休の給付金）

●必要な申請書類

出生時育児休業給付金支給申請書

休業開始時賃金月額証明書

出生証明書（母子手帳の写し）

賃金台帳・出勤簿など

●提出時期

２８日または２回の休業終了日の翌日から2か
月以内

●いくらもらえるの？

賃金の67% （最大２８日）
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③ 出生後休業
支援給付金

●必要な申請書類

出生後休業支援給付金支給申請書

出生証明書（母子手帳の写し）など

●提出時期

原則：他の育児休業給付と同時に申請

注）出生時育児休業給付金または育児休業給付金と同時申請
または既に申請していることが必要です。

●いくらもらえるの？

賃金の１３％
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④ 育児時短
就業給付金

●必要な申請書類

育児時短就業給付金支給申請書など

●提出時期

原則：2か月ごと 時短就業開始後、2か月経過後

●いくらもらえるの？

時短中の賃金の１０％

制度が使えるのは、対象の子が２歳になるまで。

- 11 -- 11 -



4つの給付金申請時期（まとめ）

提出時期給付金

2か月ごと育児休業給付金

休業終了後2か月以内出生時育児休業給付金

他給付（初回）と同時出生後休業支援給付金

2か月ごと育児時短就業給付金

- 12 -- 12 -



提出時期で見ると、実は2パターン

① 2か月ごとに申請
する給付

② 休業終了後、
期限内に申請する
給付
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企業にとってのメリット

１ 離職防止・人材の確保
２ 会社の直接的な負担が少ない
３ 職場復帰を前提とした人員計画が立てやすい
４ 従業員満足度・エンゲージメントの向上
５ 企業イメージ・社会評価の向上
６ 男性育休の推進による職場の安定
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16

管 轄 区 域電話番号所在地 (郵便番号)ハローワーク
(公共職業安定所)

大津市
（077）
522-3773

〒520-0806
大津市打出浜14-15
滋賀労働総合庁舎 １階・２階

大津

高島市
（0740）
32-0047

〒520-1214
高島市安曇川町末広四丁目37

高島

長浜市・米原市
（0749）
62-2030

〒526-0032
長浜市南高田町辻村110

長浜

彦根市・犬上郡・愛知郡
（0749）
22-2500

〒522-0054
彦根市西今町58-3
彦根地方合同庁舎 １階

彦根

東近江市・近江八幡市・蒲生郡
（0748）
22-1020

〒527-0023
東近江市八日市緑町11-19

東近江

甲賀市・湖南市
（0748）
62-0651

〒528-0031
甲賀市水口町本町三丁目1-16

甲賀

草津市・守山市・栗東市・野洲市
（077）
562-3720

〒525-0027
草津市野村五丁目17-1

草津

お問い合わせ先 （県内ハローワーク）
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育児休業等給付の詳細については厚生労働省
HPをチェック！
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

↑↑HPはこちらから
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ご清聴ありがとうございました。
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